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（午前１１時４１分 開会） 

 

○世古安秀委員長 予算決算常任委員会に引き続き、お疲れさまでございます。 

  ただいまから、議会運営委員会を再開いたします。 

  早速ですが、平成３１年３月２７日の会議に提出されます議案の概要について、総務課長の説明を求めます。 

  総務課長。 

○寺田総務課長 総務課、寺田です。よろしくお願いします。 

  それでは、平成３１年３月２７日会議に提出をいたします議案について説明をさせていただきます。 

  提出議案一覧表のほうをごらんください。 

  今回提出をいたします議案につきましては、議案第５３号が平成３０年度の補正予算議案１件、それから議

案第５４号が条例議案１件の計２件を上程させていただきます。 

  また、３月２９日の会議には条例議案３件と人事案件、人権擁護委員の推薦についての１件を予定しており

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、議案第５３号、平成３０年度鳥羽市一般会計補正予算（第７号）について説明をさせていただき

ます。 

  補正予算の概要のほうをごらんください。よろしいでしょうか。 

  補正予算の概要の１ページのほうをお願いします。 

  補正予算の規模でございますが、平成３０年度一般会計補正予算（第７号）は、国の第２次補正予算に伴う

地方創生拠点整備交付金を活用した基金積立金で４億５,７１９万６,０００円、それから水産研究所建設事業

で３億８４２万円、それから都市公園整備交付金事業で１億６,５０７万７,０００円のほか、プレミアム付商

品券事業で１８５万７,０００円を計上しまして、補正後の一般会計予算額は総額で１２３億２,６３５万円と

なります。 

  主な事業の内容につきましては、４ページから５ページのところに記載をしておりますので、よろしくお願

いします。 

  補正予算の概要については以上とさせていただきます。 

  次に、提出議案の概要のほうをごらんください。こちらです。 

  議案第５４号、鳥羽市地方創生拠点整備交付金基金条例の制定についてでございます。担当は建設課でござ

います。 

  地域再生法第５条第１５項の規定による認定を受けた地域再生計画に基づき、鳥羽市スポーツ・文化交流拠

点整備事業を行うに際し、地方創生拠点整備交付金を執行するための基金の造成について、必要な事項を定め

るものでございます。 

  以上で提出議案の説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 

○世古安秀委員長 総務課長の説明は終わりました。 

  次に、会期日程等について事務局長より説明をいたさせます。 

  事務局長。 
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○清水事務局長 日程等についてご説明いたします。 

  ３月２７日の会議に上程される議案につきましては、先ほど総務課長から説明のありましたとおり、平成

３０年度鳥羽市一般会計補正予算（第７号）の１件と、鳥羽市地方創生拠点整備交付金基金条例の制定につい

ての条例議案１件の合わせて２件でございます。 

  次に、お手元の議事日程をごらんください。 

  ３月２７日に会議を再開し、２月２７日の議会運営委員会でもご説明したとおり、まず議案第２４号から議

案第５２号及び請願第８号の表決を行います。その後、日程第３、議案第５３号から日程第４、議案第５４号

までの２件を一括上程し、提案者の趣旨説明を行います。趣旨説明の後、議案精読のため暫時休憩を挟みまし

て、議案に対する質疑を行います。質疑が終了しましたら、補正予算議案については予算決算常任委員会へ付

託し、条例議案については文教産業常任委員会に付託し、審査を行う予定であります。 

  委員会開催の順番は、まず文教産業常任委員会を開催し、その後予算決算常任委員会を開催する予定です。

委員会審査が終了した後には、会議を再開し、文教産業常任委員長報告、予算決算常任委員長報告、委員長報

告に対する質疑を行い、討論、表決を経まして散会する日程となっております。 

  以上、よろしくご審査のほどお願いいたします。 

○世古安秀委員長 事務局長の説明は終わりました。 

  このことについて、ご質問、ご意見はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○世古安秀委員長 ないようですので、お諮りいたします。 

  議案等の取り扱いについては、事務局長の説明のとおり取り扱うに賛成の委員は起立を願います。 

（起 立 全 員） 

○世古安秀委員長 ありがとうございます。起立全員であります。 

  よって、議案等の取り扱いについては、そのように決定いたします。 

  ご協議いただくことは以上です。 

  これをもちまして議会運営委員会を終わります。ご苦労さまでございました。 

（午前１１時４７分 散会） 

─────────────── 
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委員長はこの会議録をつくりここに署名する。 
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